
 

 

宗教 2 世問題ネットワーク 

 

「個人情報保護法 いわゆる３年ごと見直しに係る検討の中間整理」への意見書 

 

 今般の「個人情報保護法 いわゆる３年ごと見直しに係る検討の中間整理」について、現

行法上、宗教団体が宗教活動のために個人情報等を取り扱う場合には、その限りにおいて、

個人情報取扱事業者等の義務の適用を除外されているが、当該適用除外の見直しに関する

記載が一切なく、宗教２世の権利を擁護する観点から、当団体は以下の通り意見する。 

 

１．宗教団体による再勧誘を目的とした本人の同意のない個人情報等の取得等を防止し、

本人の同意なく取得等された個人情報等の開示・利用停止・消去等の請求を可能とする

こと 

 信仰を持つ親や家族のもとで育った宗教２世が自立し、一人暮らしを始める等して

宗教団体から距離を置いた後も、宗教団体が本人の同意なく親や家族から本人の個人

情報等を取得し、訪問・電話・手紙等の手段を用いて、宗教２世に宗教活動等の再開を

求める等、いわゆる「再勧誘」に利用する事例が多数発生している。 

幼少期から長期間にわたり、親や家族と一体となって宗教活動を強制等してきた宗

教団体と無縁の生活を望む宗教２世も多いなか、突如宗教団体の幹部や信者等から訪

問等され、宗教活動等の再開を求められる等した宗教２世の精神的苦痛は計り知れな

い。 

また、宗教２世が宗教団体と一体になって宗教活動を強制等してきた親や家族から

避難・自立する際も、新たな住所や連絡先等の個人情報等を、個人情報取扱事業者等の

義務の適用を除外される宗教団体に取得されないよう、細心の注意を払わなければな

らない等、親や家族からの避難・自立における大きな障壁となっている。 

相手方が宗教団体というだけで、本人の同意なく個人情報等を取得・利用されないと

いう当然の権利すら主張することができず、本人の同意なく取得・利用された個人情報

等の開示・利用停止・消去等の請求権すらない事実は、宗教２世のプライバシー権や平

穏に生活する権利が著しく侵害されているものと指摘せざるを得ない。 

個人情報保護法の見直しにあたっては、上記のような事例が多数発生している事実

に鑑み、宗教団体によるいわゆる「再勧誘」を目的とした、本人の同意なく個人情報等

を取得・利用する行為を防止したり、本人の同意なく取得等された個人情報等の開示・

利用停止・消去等の請求を可能としたりする見直しを行うこと。 

 

２．宗教団体が宗教２世の要配慮個人情報を含む個人情報等を継続して保有する場合、法

定代理人、および一定年齢に達した本人による開示・利用停止・消去等の請求を可能と

するとともに、宗教団体に対し、漏えい等を防止するために必要かつ適切な措置等を義



 

 

務付けること 

 信仰を持つ親や家族のもとで育った宗教２世が宗教活動等から離れた後も、宗教団

体が宗教２世の要配慮個人情報を含む個人情報等を継続して保有する事例が発生して

いる。 

 一部の宗教団体では、宗教２世の意思に関わらず幼少期から信者として扱い、宗教活

動等に参加させ、その一環として、親や家族、または本人から直接、本人の住所・氏名

といった個人情報等のみならず、本人が宗教２世であるという事実や、宗教活動等に関

する個人情報、性的思考・性的体験に関する個人情報、病歴に関する個人情報等、要配

慮個人情報を含む個人情報等を取得し、宗教２世が宗教活動等から離れた後も、継続し

て保有している。 

また、宗教団体は個人情報取扱事業者等の義務の適用を除外されているため、宗教２

世の要配慮個人情報を含む個人情報等の保有にあたっては、漏えい等を防止するため

に必要かつ適切な措置を講じる義務がなく、漏えい等が発生した場合の個人情報保護

委員会への報告および本人への通知義務すら発生しないことから、仮に漏えい等があ

ったとしても、本人は被害を認識することすら難しいのが実態である。 

相手方が宗教団体というだけで、ひとたび漏洩すれば本人に対する不当な差別、偏見

その他の不利益が生じかねない要配慮個人情報を含む個人情報等の開示・利用停止・削

除等の請求権すらなく、要配慮個人情報を含む個人情報等の漏えい等を防止するため

に必要かつ適切な措置等すら取られない事実は、宗教２世のプライバシー権や平穏に

生活する権利が著しく侵害されているものと指摘せざるを得ない。 

個人情報保護法の見直しにあたっては、上記のような事例が多数発生している事実

に鑑み、宗教団体が宗教２世の要配慮個人情報を含む個人情報等を継続して保有する

場合、法定代理人、および一定年齢に達した本人による開示・利用停止・消去等の請求

を可能とする見直しを行うこと。 

合わせて、宗教団体が宗教２世の要配慮個人情報を含む個人情報等を継続して保有

する場合、漏えい等を防止するために必要かつ適切な措置を義務付けたり、漏えい等が

発生した場合の個人情報保護委員会への報告および本人への通知を義務付けたりする

見直しを行うこと。 

 

以上 


